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  平成11年9月8日白昼、東京池袋の繁華街で、身の不
遇を国や社会のせいにした23才の男（造田）が何のか
かわりもない通りかかった無辜の市民を無差別に襲い、
2名を殺害、6名に重軽傷を負わせるという事件がありま
した。
　私の長女真弥はこの事件で亡くなりました。間もなく13
回忌を迎えます。
  この事件の公判は、平成11年12月22日東京地裁で開
かれ、平成14年1月18日造田に死刑判決が下されまし
た。控訴した高裁、上告した最高裁ともに一審判決を支
持、平成19年4月19日造田の死刑が確定しました。8月19
日で死刑が確定してから4年4カ月になります。刑事訴訟
法第475条は「死刑の執行は法務大臣の命令による」と
し、「判決確定から6カ月以内にこれを執行しなければな
らない」と定めています。しかし造田の死刑は未だに執
行されていません。
   平成21年9月、政権交代した民主党の法務大臣に就
任した死刑廃止論者の千葉法務大臣（以下、法相）は
1年近い間1人の執行も行いませんでしたが、平成22年
7月、参議院選挙に落選した後、議員（衆議院）の任期
切れ直前の7月28日、2人の死刑囚の執行を命じた後、
法務省内に「死刑のあり方についての勉強会」を発足さ
せ法相の座を降りました。後任の柳田法相は舌禍問題
で2ヵ月後法曹の座を追われ、次の法曹に死刑廃止論
者の仙石官房長官が兼任で就任しましたが、本年1月
22日、これも筋金入りの死刑廃止論者である江田五月
氏に法曹の座を譲りました。千葉元法相が2人の死刑を
執行してから7月28日で1年が過ぎましたがこの間、法相
の座は柳田氏を除く３人の死刑廃止論者の間で盥回し
され、1人の死刑執行もなく、昨年7月28日千葉法相が死
刑を執行した時点で107人だった確定死刑因の数は
120人に達しました。読売新聞は7月26日、昨年の死刑執
行以来1年を迎えるこの機に、インタビューに応じた法相
にこの実状について伺ったところ法相はこの質問に答え
ず、「法務省内で（死刑制度のあり方）の議論が進めら
れている最中、死刑執行はなかなかできる話ではない」
と述べ、当面死刑の執行を命じない意向を表明しまし
た。刑事訴訟法では、死刑の執行は判決が下されてか
ら６カ月以内に執行することと定めています。法相が自己
の思想、信条によって死刑の執行を左右するのは、司法

の死刑判決を行政が無視している違法行為であり、国
民の司法に対する信頼を裏切るものです。元最高検判
事の土本武司氏は 「確定した判決は執行されるべき
で、強制のない死刑判決を認めていると裁判の存立基
盤を揺るがす」と指摘しています。また法相在任中、残忍
な犯行で多くの人命を奪った５人の死刑囚の執行を命
じた森山元法相は、「むごい犯罪を起こしたことに対する
刑罰であり、事件から何年もたってからの死刑執行は死
刑そのものだけがクローズアップされる」と述べ「死刑執
行しない」と決めている人は法務大臣を引き受けるべき
ではないと明言しています。
  法務省の平成10年8月発表によると、死刑確定から執
行まで死刑囚が拘置所に収容された平均期間は、最
近10年間では6年に達するということです。事件発生か
ら通算すると10年を越える死刑囚が大半を占めていま
す。遺族の中には自分の存命中に刑が執行されるか危
惧している人が大勢います。
　死刑廃止論者や死刑囚の中には、「生きて償う」とい
う言葉を軽 し々く口にするものがいますが、かけがえのな
い命をどうやって償うのでしょうか。まして償う相手は彼ら
が殺した被害者です。遺族ではありません。地球より重
いといわれている命に値段をつけることは出来ません。ど
うやって生きて償うのでしょうか。
　遺族は彼等死刑因が犯した罪を認識し「死んでお詫
びをします」といってこの世から去ることを望んでいます。
　江田法相は死刑囚だけに目を向けず、国の慰藉、支
援のない被害者遺族の被害回復に何が必要かよく検
討し、遺族が生きる力を得られるような施策を講ずるべき
であると思います。

１．各国の現状

　2011年4月11日に開催された法務省「死刑の在り方
についての勉強会」（第５回）におけるアムネスティ・イン
ターナショナル日本の説明資料によれば、死刑存廃国の
状況（2009年末時点）は以下のとおりです。
■死刑廃止国: 139
・あらゆる犯罪に対して死刑を廃止している国の数: 96
・通常の犯罪に対してのみ死刑を廃止している国の数: 9
・事実上の死刑廃止国の数: 34
■死刑存置国: 58
　さらに、地域ごとに細かく見てみると、次のようになります。
①アジア・中東
　カンボジア王国、ネパール王国など死刑を全面的に廃
止した国もありますが、主要国は死刑存置国です（イラ
ン、イラク、サウジアラビア、中華人民共和国、中華民国
（台湾）、インド、インドネシア共和国、パキスタン・イスラム
共和国、シンガポール共和国、日本、大韓民国、朝鮮民
主主義人民共和国など）。
②ヨーロッパ
　ＥＵの加盟国はすべて死刑を廃止しており、死刑廃
止はＥＵ加盟の条件でもあります。なお、ヨーロッパにおい
ては、ベラルーシ（ＥＵ非加盟）が唯一の死刑存置国と
なっています。
③北アメリカ
　カナダ、メキシコ合衆国では死刑が廃止されています
が、アメリカ合衆国連邦政府、キューバ共和国では死刑
が存置されています。
　なお、州に強い主権を持たせているアメリカ合衆国で
は、死刑制度の存廃は各州法によって決められていま
す。死刑に対する態度は州による差異も大きく、死刑を
廃止した州もあれば、死刑を存置している州もあります
（2009年4月現在、全米１５州とコロンビア特別区等で死
刑が廃止されており、他方、全米３５州と連邦政府は死
刑を存置しています）。　
④南アメリカ
　約８割の国が一般犯罪に対する死刑を廃止しており
（アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーなど）、完全に死刑
を廃止している国もあります（コロンビア、エクアドルなど）。
⑤アフリカ
　アフリカ５３カ国のうち、１３カ国が死刑を廃止しています。

⑥オセアニア
　オーストラリア、ニュージーランドは、死刑を完全に廃止
しています。

２．日本における死刑の在り方について

　上記のように、死刑廃止国の数が死刑存置国の数を
上回っていることは事実であり、ヨーロッパでは死刑廃止
がＥＵの加盟条件とされていること、2010年12月21日に
開催された国連総会において、全世界の国々に対し、
死刑廃止を視野に入れて死刑の執行停止を行うように
求める決議が賛成多数で可決したこと（同様の決議が
国連総会で採択されるのは、2007年、2008年に続いて3
回目）などからすれば、死刑廃止が国際的な潮流である
ことは否定できないでしょう。
　しかしながら、通常犯罪には死刑の適用がなくても、テ
ロ犯罪や戦争などの有事の際には死刑を適用するとい
う国も多く、人口の割合で見ると、死刑制度のある国で生
活している人の方が圧倒的に多数であることも事実で
す。また、「事実上の廃止国」をどのように分類するかなど
の問題もあるため、死刑存置国と廃止国の数のみを単
純に比較して、一概に死刑が国際的に廃止される方向
にあると評価するのは早計であるという見方もあります。
　また、死刑廃止が世界の潮流だとしても、それが日本
の治安や文化を守ってくれるわけではなく、国連やＥＵが
我が国の犯罪防止や治安維持に責任を持ってくれるわ
けではないという批判もあります。
　死刑を廃止した国には、その国ごとの政治、社会、経
済的な理由があり、また、キリスト教的な宗教観も強く影
響していると考えられます。そのため、諸外国が死刑を
廃止しているのだから日本でも死刑を廃止しなければな
らないという論調には強い違和感を覚えます。
　結局のところ、死刑を廃止するか存置するかは、その
国ごとの文化的・宗教的な背景、国民意識、犯罪情勢、
政治状況といった様々な要因を背景に各国の国民が
主体的に決定すべき事項であると考えます。現在、法務
省が「死刑の在り方についての勉強会」を開催して議論
を進めていますが、日本における死刑の在り方について
は、犯罪被害者等を含む全国民の意見、意識をしっかり
と調査・検討したうえで日本独自の方針を決定すべきで
あると思っています。
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